
所属所の主管課担当者へご提出ください。【所属所】 ⇒ 【共済組合】
宮崎市     　　都城市　　 延岡市　　 日南市　　 小林市　　 日向市　　 串間市　　 西都市　　 えびの市　三股町　   高原町　   国富町　   綾　町　　  高鍋町　   新富町　   西米良村　木城町　   川南町　   都農町　   門川町　   美郷町諸塚村　　　　　      　　　　　　　 椎葉村　　　　　      　　　　　　　 高千穂町　　　        　　　　　 日之影町　　　       五ヶ瀬町          　　　宮崎県自治管理組合　　     川南都農衛生組合         高鍋木城衛生組合      宮崎県市町村職員共済組合東児湯消防組合西臼杵広域行政事務組合西諸広域行政事務組合入郷地区衛生組合日向東臼杵広域連合西都児湯環境整備事務組合日南・串間不燃物処理組合一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団宮崎県市町村総合事務組合宮崎県北部広域行政事務組合宮崎県後期高齢者医療広域連合

宮崎市
都城市
延岡市
日南市
小林市
日向市
串間市
西都市
えびの市
清武町
三股町
高原町

国富町
綾町
高鍋町
新富町
西米良村
木城町
川南町
都農町
門川町
美郷町
諸塚村
椎葉村
高千穂町
日之影町
五ヶ瀬町

宮崎県自治会館管理組合
川南・都農衛生組合
宮崎県中部地区衛生組合
高鍋・木城衛生組合
宮崎県市町村職員共済組合
西臼杵広域行政事務組合
宮崎県東児湯消防組合
西諸広域行政事務組合
入郷地区衛生組合
日向東臼杵広域連合
日南串間広域不燃物処理組合

(注３）  遺族厚生（共済）年金が「未請求」または「受給権がない」場合は、相続人の順位を確認でき
る証明書類（戸籍謄本等）を添付してください。また、受取人に同順位者がいる場合は受取
人を代表者とすることを証明する「同意書」も提出してください。

請求済み 未請求 受給権がない年金の請求手続き
(注３） (注３）

(注２）  死亡により遺族が払戻しを受ける場合は、下欄にも記入してください。なお、払戻請求は民
法第５編第２章相続人の規定に定められた相続人の順位となります。
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(注１） 　届出印を使用してください。届出印を押印できない場合は「共済貯金変更申込書」により改
印の手続きが必要です。ただし、死亡の場合は届出印は不要です。
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次のとおり共済貯金を解約します。

宮崎県市町村職員共済組合理事長　様 届出日
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